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重要文化財旧長崎英国領事館本館ほか保存修理第2期工事における出来高検査に至るフローに
ついて、以下にご報告します。

※令和4年度より拡充するフローを黄色囲み部で示し、各段階における再発防止策を赤字で記載

出来高確認フロー図廩)

年度出来高(案)/工程表(案)作成

長0市理財部検査;旨室、建築部建築課、文化観光部文化財課

公益財団法人文化財建造物保存技術協会

松井・大進・長崎土建特定建設工事共同企業体

年度出来高/工程表提示・協議・決定

工程調整会議進捗報告・確認

総合定例会議

工事受注者と工事監理者が協議のうえ作成

※現場以外の作業工程表・製作工程表を必ず作成

し、年度工程表と整合させる

※2月末までに完了予定の工事を出来高に計上

施工の各段階確認

市建築課へ提示・協議・決定

(※今年度分は4月に工事受注者・

市建築課・市文化財課にて協議・

工事受注者月間進捗確認・報告

工事監理者月間進捗確認

毎週月曜日に開催、工事受注者が進捗報告、工事
監理者が進捗確認

月2回(第2 ・ 4水曜日)開催、工事受注者が進

捗報告、工事監理者・市建築課が進捗確認

毎月報告書提出

工事受注者の自主検査後、工事監理者が実施

※必要に応じて市建築課・設備課も実施

※段階検査以前の次工程実施の禁止

匝師司
工事監理者・

決定済)

市建築課月間進捗確認

毎月25日前後に実施、工事監理者へ報告書提出

※実施工事概要、根拠資料を添付

毎月27日前後に実施、報告書作成

※確認方法・所見を記載、進捗出来高を添付

※遅延の早期発見、回復策の協議

毎月5日までに、工事受注者および工事監理者が

それぞれ作成した報告書を市建築課へ提出

※文化庁へ提出する[工程月報]とは別に提出

市建築課による現地確認

※遅延の早期発見、回復策の協議

※出来高の見直し必要性の検証



計画変更・繰越協議

▼

計画変更

工事監理者出来高調書/出来高図作成

工事受注者下検査

繰越手続き

事業者・工事監理者・工事受注者が協議

工事受注者下検査報告書作成・提出

事業者・工事監理者が作成・提出

※10・1月:計画変更

※ 12月:繰越

工事監理者が作成、工事受注者へ提示

下検査願作成・提出

工事監理者下検査

工事受注者が実施

工事受注者が作成・提出

※報告書を必ず提出

工事受注者が作成、下検査3日前までに提出

工事受注者再確認報告書作成・提出

工事監理者が実施

※全項目の確認の徹底

※製作物等の必須書類の完備を必ず確認
※不用額有無の確認

工事監理者が作成、市建築課へ提出

※完了部・末了部を具体的に報告

※本検査時の現場状況、製作完了物が場外に所在
している場合の提示根拠資料を報告

が下検査時の末了部を確認

3月初旬

工事監理者再確認報告書作成・提出

3月初旬

※報告書を必ず提出

※報告書を必ず提出



市建築課下検査

市建築課出来高調書作成・提出

検査依頼

区Σ西市建築課が実施

※下検査の際には、工事監理者から提出される出

来高図・数量調書をもとに現地確認を行い、見え

隠れ部分、製作物の確認が現地で行えないものは、

成果物の写真を確認する。また、工事監理者が下

検査時点で確認を行っていないものは出来高と

しての計上は認めない。

市検査指導室出来高検査

市検査指導室検査報告書作成

市建築課が作成、検査指導室へ提出

検査確認書通知

厄肩巨§西市検査指導室が実施

※現場での確認のほか、工事監理者による施工済

部分の段階確認、納品された材料の検収報告、施

工図、写真などによる確認を行う。

市検査指導室が作成

何肩丁石圖

市長名で受注者へ通知


